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“アベ・ガイドライン”は憲法違反！ 

---＜参考資料-1＞------------------------------------------------------------------- 

危険極まりない日米防衛協力ガイドライン改定 (談話） 

2015 年 4 月 28 日 

小沢 一郎 

 日米両政府は 18 年ぶりに「日米防衛協力のための指針（ガイドライン）」＜参考資料-3, 参考資料-5＞

の改定で合意しました。 これは内容においても手法においても非常に問題が多いものです。 まず内

容面ですが、「切れ目のない日米共同対応」ということで、従来のガイドラインにあった「周辺事態」の

項目が削除されています。 それは、世界中で日米が共同で軍事行動を行うことを意味しており、極

めて重大な変更であります。  

もちろん、日本の防衛・安全のために日米の共同軍事行動は必要です。 私は、そのこと自体を否

定するつもりはありません。 しかし、「周辺事態」の概念を削除すれば、世界のどこまでも自衛隊を派

遣することができるようになり、これは明らかに憲法違反です。＜参考資料-2＞  

1999 年に「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」（周

辺事態法）＜参考資料-4＞が成立しました。 しかし、その政府原案では、「周辺事態」に対して何の制

約もなく、日本の周りで何かあった時はすべからく日米共同で軍事行動をとるという内容になっていま

した。 恐らく政府、特に外務省は、そういう内容にするようアメリカから強く言われていたのだと思いま

す。  

当時、私は自由党でたまたま自民党と連立を組んでいましたが、「この内容では日本国憲法の基

本理念に反する」と主張し、原案に強く反対しました。 その結果、周辺事態の定義を「そのまま放置

すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が

国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」と変更し、そういう事態になって初めて日米は共同

軍事行動をとることができるという内容に、半ば強引に修正した経緯があります。  

しかし、今回の改定ではその「周辺事態」という概念がなくなっており、無制限に日米が共同軍事

作業を行うという内容です。 これは安倍内閣が昨年 7 月 1 日の閣議決定で集団的自衛権の行使

を可能としたことと符号していますが、いずれも憲法の理念、条項で言えば第 9 条に反するものであ

り、明確な憲法違反です。  

安倍内閣がどうしても集団的自衛権の行使を容認し、ガイドラインから「周辺事態」を削除したいの

なら、まず憲法の改正を国民に訴え、国会で審議し、国民にその賛否を問うべきです。 その点、今

回の改定は政治手法としても問題があり、手順が全く逆なのです。 もし国民が支持するのならば、

憲法を改正し、その後に集団的自衛権の行使容認やガイドラインからの「周辺事態」削除をするとい

うのが順序のはずです。  

しかし、安倍首相のやり方は、まず日米間でガイドラインについて合意し、その既成事実のもとに日

本の法律を変えようというものです。 アメリカからの圧力をいいことに既成事実を積み重ねていき、
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自分たちが思う方向に進めていこうという手法です。 しかしそれは、立憲主義を謳う自立した主権国

家としてあるまじき行為です。  

戦前の戦争に至った経緯をみても、国民は「そこまで行っちゃったのだからもうしようがない。 仕方

がない」と軍部の独走を黙認し続け、結局日米戦争に至ってしまいました。 そのように、なし崩し的な

「まあ、仕方がないか」という雰囲気をつくって物事を進めていくのは、日本人独特のやり方です。 し

かし、過去の反省を踏まえて、再びそういう手法で物事を進めていくのは絶対にやめなくてはいけま

せん。 今回のガイドライン改定の手法はその意味で、非常に危険で最も姑息なやり方だと思いま

す。  

私は、日米同盟は最も大事な二国間関係であると常々言っています。 しかし、同盟というのは対

等な立場で意見を交換し、お互いが納得して結論を出し、協力していくのが本来の姿です。 「アメリ

カがそう言うのだから仕方がない」というのでは、対等な同盟ではなく単なる従属関係でしかありませ

ん。  

アメリカの言いなりになるということについては、安倍首相も本当は腹の中でそれほど積極的では

ないのだと思います。 しかし、日本が軍事的に憲法に縛られず、世界に国威を発揚できるようにした

いという自らの信条を実現できるのなら、アメリカの圧力を上手く利用しながらやっていこう、というの

が安倍首相の腹の内ではないでしょうか。  

そうした手法は本当に危うく、安倍政権の歩む道は日本の将来にとって非常に危険な方向だと思

います。 国民の皆さんにはぜひ、このことをきちんと理解していただきたいと思います。  

---＜参考資料-2＞------------------------------------------------------------------- 

【下田武三条約局長の答弁： 1954 年 6 月 3 日、衆議院外務委員会】 

集団的自衛権「つまり自分の国が攻撃されもしないのに、他の締約国が攻撃された場合に、あたかも自分

の国が攻撃されたと同様にみなして、自衛の名において行動するということは」認められず、「現憲法のもとに

おいては、集団的自衛ということはなし得ない」 （会議録） 

【高橋通敏条約局長の答弁： 1959 年 9 月 1 日、衆議院外務委員会】 

「相手国の権利が侵害された場合にこれに援助におもむく（……）これが一般的な集団自衛権の実体的な

解釈だと思いますが、そのような意味における日本国側における集団（的）自衛権は、われわれ（に）はないも

のである」 （会議録） 

【岸信介首相の答弁： 1960 年 2 月 10 日、参議院本会議】 

「自国と密接な関係にある他の国が侵略された場合に、これを自国が侵害されたと同じような立場から、そ

の侵略されておる他国にまで出かけていってこれを防衛するということが、集団的自衛権の中心的の問題に

なると思います。 そういうものは、日本憲法においてそういうことができないことは、これは当然でありま

〔す〕」 （会議録） 

【柳井俊二条約局長の答弁： 1990 年 9 月 7 日、衆議院外務委員会】 

「従来より（……）集団的自衛権の行使は憲法上認められないという政府の一貫した立場がございます」 

（会議録） 
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【柳井俊二条約局長の答弁： 1992 年 5 月 22 日、参議院国際平和協力特別委員会】 

「政府といたしましては、憲法 9 条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため

必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるというふうに従来から解しておるわけでございまして、集団的

自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないという考えをとってきているわけでござ

います」 （会議録） 

---＜参考資料-3＞------------------------------------------------------------------- 

【日米防衛協力のための指針（ガイドライン）： 1996 年 9 月 23 日】 

Ⅱ．指針の実効性確保のための法整備 

１． 周辺事態安全確保法の概要-1 

○ 目的 

そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域に

おける我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態（周辺事態）に対応して我が国が実施する措

置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、我が国の平

和及び安全の確保に資することを目的とする。  

○ 周辺事態への対応の基本原則 

 • 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、必要な対応措置を実施し、我が国の平和及び安全の確

保に努める。 

• 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。  

• 内閣総理大臣は、基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。  

• 関係行政機関の長は、対応措置の実施に関し、相互に協力する。 

---以下、省略--- 

---＜参考資料-4＞------------------------------------------------------------------- 

【周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律： 1999 年 5 月 28 日】 

（目的） 

第一条  この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我

が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態（以下「周辺事態」という。）

に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆

国との間の相互協力及び安全保障条約（以下「日米安保条約」という。）の効果的な運用に寄与し、我が

国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。 

（周辺事態への対応の基本原則） 

第二条  政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態

に際して実施する船舶検査活動に関する法律 （平成十二年法律第百四十五号。以下「船舶検査活動法」

という。）に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置（以下「対応措置」とい

う。）を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。 

２  対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。 
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３  内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代

表して行政各部を指揮監督する。 

４  関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとす

る。 

---以下、省略--- 

---＜参考資料-5＞---------------------------------------------------------------------- 

【日米防衛協力のための指針（”アベ・ガイドライン“）： 2015 年 4 月 27 日】 

Ⅳ．日本の平和及び安全の切れ目のない確保 

持続する、及び発生する脅威は、日本の平和及び安全に対し深刻かつ即時の影響を与え得る。 この

複雑さを増す安全保障環境において、日米両政府は、日本に対する武力攻撃を伴わない時の状況を含

め、平時から緊急事態までのいかなる段階においても、切れ目のない形で、日本の平和及び安全を確保

するための措置をとる。 この文脈において、日米両政府はまた、パートナーとの更なる協力を推進す

る。 

日米両政府は、これらの措置が、各状況に応じた柔軟、適時かつ実効的な二国間の調整に基づいて

とられる必要があること、及び同盟としての適切な対応のためには省庁間調整が不可欠であることを認

識する。したがって、日米両政府は、適切な場合に、次の目的のために政府全体にわたる同盟調整メカ

ニズムを活用する。 ---以下、省略---  

Ａ．平時からの協力措置 ---省略--- 

Ｂ．日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処 

同盟は、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処する。当該事態については地理的に

定めることはできない。 この節に示す措置は、当該事態にいまだ至ってない状況において、両国の各々

の国内法令に従ってとり得るものを含む。 早期の状況把握及び二国間の行動に関する状況に合わせた

断固たる意思決定は、当該事態の抑止及び緩和に寄与する。 

日米両政府は、日本の平和及び安全を確保するため、平時からの協力的措置を継続することに加

え、外交努力を含むあらゆる手段を追求する。 日米両政府は、同盟調整メカニズムを活用しつつ、各々

の決定により、次に掲げるものを含むが、これらに限らない追加的措置をとる。 ---以下、省略--- 

Ｃ．日本に対する武力攻撃への対処行動 ---省略--- 

Ｄ．日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動 

日米両国が、各々、米国又は第三国に対する武力攻撃に対処するため、主権の十分な尊重を含む国

際法並びに各々の憲法及び国内法に従い、武力の行使を伴う行動をとることを決定する場合であって、

日本が武力攻撃を受けるに至っていないとき、日米両国は、当該武力攻撃への対処及び更なる攻撃の

抑止において緊密に協力する。 共同対処は、政府全体にわたる同盟調整メカニズムを通じて調整され

る。 

日米両国は、当該武力攻撃への対処行動をとっている他国と適切に協力する。 

自衛隊は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅か

され、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に対処し、日

本の存立を全うし、日本国民を守るため、武力の行使を伴う適切な作戦を実施する。 ---以下、省略--- 


